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令和４年神審第２３号 

裁    決 

油送船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

受  審  人  ａ１ 

職  名 Ａ次席一等航海士 

海技免許 四級海技士（航海）（履歴限定） 

受  審  人  ｂ 

職  名 Ｂ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

 

本件について、当海難審判所は、理事官髙木省吾出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａ１の四級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和３年３月２４日０２時１０分 

福井県越前岬西方沖合 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 油送船Ａ         漁船Ｂ 
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総 ト ン 数 ９９８トン        １５トン 

全 長 ７９.９２メートル 

登 録 長              １５.４３メートル 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関      ディーゼル機関 

出      力 １,４７１キロワット    ５０３キロワット 

３ 事実の経過 

    Ａは、船尾船橋型鋼製油送船で、船橋前部中央に操舵スタンド、そ

の左舷側にレーダー２台及び電子海図システム、右舷側に機関遠隔操

作盤をそれぞれ装備し、船橋右舷後部に海図台を備え、船長ａ２及び

ａ１受審人ほか６人が乗り組み、ジェット燃料３００キロリットルを

積載し、船首２.５５メートル船尾４.２３メートルの喫水をもって、

令和３年３月２０日１４時００分岡山県水島港を発し、途中、荒天を

避けるため、京都府舞鶴港の岸壁に着岸し、越えて２３日２３時２０

分離岸して航海を再開し、石川県金沢港に向かった。 

  ところで、Ａの操縦性能は、海上公試運転成績書写によると、満載

状態で、１３.６８ノットの前進速力で航走中、舵角３５度を取って

右旋回したときの最大横距及び同縦距がそれぞれ２４９メートル及び

２３６メートル並びに１３.６５ノットの前進速力で航走中、同舵角

を取って左旋回したときの最大横距及び同縦距がそれぞれ２４５メー

トル及び２３０メートルで、１３.１ノットの前進速力で航走中、全

速力後進発令から船体停止までに要する時間及び航走距離がそれぞれ

４分４２秒及び１,０６０メートルであった。 

  ａ１受審人は、舞鶴港の岸壁を離岸したのちに昇橋し、２３時４０

分ａ２船長から引き継いで単独の船橋当直に就き、航行中の動力船を

示す法定灯火を表示し、ヘッドアップで６海里レンジとしたレーダー

１台をオフセンターとして作動させ、立った姿勢で操船に当たって若
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狭湾を北上し、翌２４日０１時３５分半僅か過ぎ越前岬灯台から  

２２８.５度（真方位、以下同じ。）１６.１８海里の地点で、針路を

０３５度に定めて自動操舵とし、１３.４ノットの速力（対地速力、

以下同じ。）で進行した。 

  ａ１受審人は、０１時５０分右舷前方に西行する複数の漁船（以下

「漁船群」という。）の灯火を視認し、レーダーに表示された漁船群

のエコートレイルを一見し、同群が自船の船首方を無難に航過するも

のと考え、０２時００分海図台に移動して航海日誌への記事及び海図

への船位の各記載に続き、航海計画書の作成などの事務作業を行いな

がら続航した。 

  ０２時０５分ａ１受審人は、越前岬灯台から２３７度９.９４海里

の地点に達したとき、右舷船首１６度１.７４海里のところに、Ｂの

白、紅２灯を視認することができ、その後同船が前路を左方に横切り

衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、事務作業に気を

奪われ、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかっ

た。 

  こうして、ａ１受審人は、住吉丸の進路を避けないで進行し、０２

時１０分越前岬灯台から２４０度８.８７海里の地点において、Ａは、

原針路、原速力のまま、その右舷船首部にＢの船首が前方から４５度

の角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風力２の南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期

にあたり、視界は良好であった。 

  ａ２船長は、０４時００分海上保安庁からの連絡で、衝突した事実

を知り、事後の措置に当たった。 

  また、Ｂは、船体ほぼ中央に操舵室を配した沖合底びき網漁業に従

事するＦＲＰ製漁船で、同室前部中央に舵輪、その左舷側にレーダー
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及び魚群探知機、右舷側に機関遠隔操縦装置、右舷後部にレーダー１

台をそれぞれ装備し、ｂ受審人ほか３人が乗り組み、操業の目的で、

船首１.０メートル船尾１.３メートルの喫水をもって、僚船とともに

同月２４日０１時００分福井県越前漁港を発し、同漁港西方沖合の漁

場に向かった。 

  ｂ受審人は、出航操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、航行中

の動力船を示す法定灯火を表示し、２海里レンジ及び８海里レンジと

したレーダー２台を作動させ、舵輪後方の椅子に腰掛けた姿勢で操船

に当たり、０１時０５分越前岬灯台から１５３.５度３.１７海里の地

点で、針路を前示漁場に向く２６０度に定めて自動操舵とし、８.５

ノットの速力で進行した。 

  ｂ受審人は、０１時５５分左舷前方５.１４海里のところに、Ａの

レーダー映像を初めて認めたのち、同船が北方に向けて航行している

ことを知り、Ａが自船の進路を避けるものと考え、スマートフォンを

操作して動画サイトなどを見ながら続航した。 

  ０２時０５分ｂ受審人は、越前岬灯台から２３８.５度８.２１海里

の地点に達したとき、Ａが左舷船首２９度１.７４海里のところとな

り、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近

する状況であったが、スマートフォンを見ることに気を奪われ、継続

して方位変化を確かめるなど、Ａに対する動静監視を十分に行わなか

ったので、この状況に気付かなかった。 

  こうして、ｂ受審人は、Ａに対して警告信号を行うことも、間近に

接近しても衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行し、 

０２時１０分僅か前船首至近に迫った同船を認めたものの、どうする

こともできず、Ｂは、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、Ａは、右舷船首部外板に擦過傷を、Ｂは、球状船首、
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右舷船首部外板に圧壊などをそれぞれ生じたが、のちいずれも修理さ

れた。 

 

（航法の適用） 

本件は、夜間、越前岬西方沖合において、北上中のＡと西行中のＢが

衝突したもので、同海域には、特別法である港則法及び海上交通安全法

が適用されないことから、一般法である海上衝突予防法が適用される。 

両船は、航行中の動力船を示す法定灯火を表示して互いに視野の内に

あり、互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近して衝突に至

ったもので、見合い関係が生じたのち、両船がそれぞれ要求される動作

をとる時間的、距離的余裕が十分にあったと認められることから、本件

は、海上衝突予防法第１５条の横切り船の航法によって律するのが相当

である。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、夜間、越前岬西方沖合において、両船が互いに進路を横

切り衝突のおそれがある態勢で接近した際、北上するＡが、見張り不十

分で、前路を左方に横切るＢの進路を避けなかったことによって発生し

たが、西行するＢが、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避

けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 

ａ１受審人は、夜間、越前岬西方沖合において、金沢港に向けて航行

する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行

うべき注意義務があった。ところが、同人は、事務作業に気を奪われ、

見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、Ｂが前路を左方に横

切り衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、同船の進路を

避けずに進行して衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせる
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に至った。 

以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

ｂ受審人は、夜間、越前岬西方沖合において、漁場に向けて航行中、

左舷前方に新幸丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、

継続して方位変化を確かめるなど、同船に対する動静監視を十分に行う

べき注意義務があった。ところが、同人は、スマートフォンを見ること

に気を奪われ、Ａに対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失

により、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する

状況に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作

をとることもなく進行して衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生

じさせるに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年２月１６日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  下  條  正  昭 


